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グアム出入国書類が変更になりましたのでご案内いたします。

■ グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム（Guam-CNMI VWP）を利用して入国
　 する場合、I-94用紙の提出は不要となりました。I-736書類は引き続き必要です。

■ グアム税関・検疫申告書フォーマットが変更になりました。記入例をご案内いたします。

◆◆◆　最新情報　◆◆◆

❶本日の日付（月／日／西暦年）
❷航空機便名
❸搭乗地
❹姓名
❺生年月日（月／日／西暦年）
❻同伴家族の人数 
（該当人数を塗りつぶす）
❼グアムでの滞在先（ホテル名等）
❽パスポート発行国
❾バスポート番号
10居住地（該当エリアを塗りつぶす）
11以下の物品をグアムに持ち込みますか？ 
（該当欄にチェック）
12US$10,000を超える額の通貨代替物または相当
額の外貨を持ち込みますか？（該当欄にチェック）
13商用目的の物品を持ち込みますか？ 
（該当欄にチェック）
14日付（月／日／西暦年）
15署名（パスポートと同じサイン）

税関・検疫申告書の記入例

〈記入方法〉
ローマ字で記入し、該当する○を黒または青
のインクのペンで塗りつぶす。家族や夫婦連
れの場合は、代表者がまとめて記入し申告する。
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山田　太郎02 07 20xx

MP1234567JAPAN
Sheraton Laguna Guam Resort

YAMADA
25 01 1963

TARO
TOKYOJL941

02 07 20xx


